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一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
方
針
に
関
す
る
決
定
に
つ
い
て
の
通
報
は
、
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
七
日
、
在
京

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
大
使
館
か
ら
外
務
省
に
対
し
て
行
わ
れ
た
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
発
表
後
、
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日
に
は
、
武
正
外
務
副
大
臣
（
当
時
）
か
ら
ク
リ
ー
ン
・
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
貿
易
大
臣
に
対
し
、
ま
た
、
同
月
二
十
九
日
に
は
、
小
島
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
か
ら
ス
ミ
ス
・
オ

し

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
外
務
大
臣
に
対
し
、
国
際
捕
鯨
委
員
会
に
お
い
て
外
交
的
解
決
に
向
け
て
関
係
国
が
真
摯
に
努
力
し
て
い
る

中
で
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
決
定
は
残
念
で
あ
る
こ
と
、
我
が
国
の
調
査
捕
鯨
は
国
際
捕
鯨
取
締
条
約
（
昭
和
二
十
六
年

条
約
第
二
号
）
第
八
条
に
従
っ
て
公
海
上
で
実
施
す
る
合
法
的
な
活
動
で
あ
り
、
我
が
国
と
し
て
も
、
我
が
国
の
立
場
を
踏

ま
え
し
か
る
べ
く
対
応
し
て
い
く
こ
と
等
を
伝
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
今
後
と
も
、
こ
う
し
た
我
が
国
の

立
場
を
踏
ま
え
適
切
に
対
応
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。
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四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
べ
き
立
場
に
は
な
い
。
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